
※行為の届出：      年    月    日  №    

工－1 

工作物 

計画概要及びチェックリスト 

 

１  計画概要 

行為の場所 （住居表示） 中央区   丁目  番 

工作物の 

設置数 
 基  

用途 

（工作物の種類） 
①  ②  ③  ④  

工作物の高さ ①  ｍ ②  ｍ ③  ｍ ④  ｍ 

広告板等の 

表示面積 
①  ㎡ ②  ㎡ ③  ㎡ ④  ㎡ 

地盤面から 

広告板等の下端ま

での高さ 

（袖看板・壁面看

板の場合） 

①  ｍ ②  ｍ ③  ｍ ④  ｍ 

屋上工作物を含む

建築物等の高さ 

（銀座地区で屋上

工作物を建設する

場合） 

①  ｍ ②  ｍ ③  ｍ ④  ｍ 

 
 
２  地区整備計画チェックリスト 
 

（１）工作物の設置の制限 

確 認 

□広告板等の表示面積が１㎡を超える、又は、高さが３ｍを超えるもの 

□袖看板、壁面看板を設置 

① 

□地盤面から広告板等の下端までの高さ2.5ｍ以上 

※日本橋問屋街地区で道路Ｂに接する部分に設置する場合のみ 

□地盤面から広告板等の下端までの高さ3.5ｍ以上 

□屋上工作物を設置（銀座地区のみ） 

② □（屋上工作物を含む建築物等の高さ）≦（建築物の高さの最高限度）＋10ｍ 

備 考 

 

 

 
 

 

 


